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１．本日 7月 28日、厚生労働省「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」(座

長：鎌田耕一東洋大学教授)は、報告書をとりまとめた。本研究会は、2007 年 12

月 25 日の労働力需給制度部会「労働者派遣制度の検討状況について(中間報告)」

を受けて、本年 2 月に設置されたものである。「報告」では、日雇い派遣の問題や

登録型派遣と常用型派遣の在り方、いわゆる「マージン」規制など、労働力需給制

度部会が掲げた論点について一通り検討されている。 

 

２．労働者派遣などの非正規雇用は増加を続け、いまや全雇用労働者の 34％に達して

いる。とりわけ、就職氷河期世代では、正社員としての就職ができず、やむを得ず

非正規労働者として働き続け 30 代半ばにさしかかろうという若者が数多く存在し

ている。この状況を直視し、社会全体としてどのように解決していくのかが、企業、

政治、行政、そして労働組合にも問われている。こうした現状を踏まえ、非正規雇

用の一つである労働者派遣について制度の改善の方向性を打ち出したことは、評価

する。 

 

３．しかし、「報告」が示した認識について、疑問点を 2 点指摘しておきたい。第一

に、「報告」は、「これまでの事業規制の緩和は労働者保護の強化を伴って行われて

いる」と述べている。だが、1986年の法施行から 20年余りの間に、99年改正での

原則自由化、2003年改正での物の製造業務の解禁など、労働者派遣制度は労働者保

護が不十分なまま、大幅に規制緩和が行われてきたといえる。第二に、法違反への

対応について、指導・監督など行政の関与を中心に据えている点である。司法によ

る救済も労働者保護の重要な手段であり、禁止業務への派遣など重大な法違反の場

合には、派遣先と派遣労働者との間に雇用関係を成立させる、「直接雇用みなし規

定」の導入を行うべきである。 

 

４．この「報告」を受け、需給制度部会において、秋の臨時国会への法案提出を目指

した労働者派遣法の見直し議論が再開する。連合は、「報告」内容にとどまること

なく、一歩でも二歩でも前進させ、労働者保護を強化する法改正を早期に実現させ

るべく、地方連合会や構成組織と一体となって、全力で取り組む。 

 

以 上 


